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１ 教育課程の役割

各幼稚園においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並びに

この幼稚園教育要領の示すところに従い，創意工夫を生かし，幼児の心

身の発達と幼稚園及び地域の実態に即応した適切な教育課程を編成する

ものとする。

また，各幼稚園においては，６に示す全体的な計画にも留意しながら，

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ教育課程を編成する

こと，教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと，教育

課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を

図っていくことなどを通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各

幼稚園の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カリキュラム・

マネジメント」という ）に努めるものとする。。

２ 各幼稚園の教育目標と教育課程の編成

教育課程の編成に当たっては，幼稚園教育において育みたい資質・能

力を踏まえつつ，各幼稚園の教育目標を明確にするとともに，教育課程

の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努める

ものとする。

３ 教育課程の編成上の基本的事項

(1) 幼稚園生活の全体を通して第２章に示すねらいが総合的に達成される

よう，教育課程に係る教育期間や幼児の生活経験や発達の過程などを考

慮して具体的なねらいと内容を組織するものとする。この場合において

は，特に，自我が芽生え，他者の存在を意識し，自己を抑制しようとす

る気持ちが生まれる幼児期の発達の特性を踏まえ，入園から修了に至る

までの長期的な視野をもって充実した生活が展開できるように配慮する

ものとする。

(2) 幼稚園の毎学年の教育課程に係る教育週数は，特別の事情のある場合

を除き，39週を下ってはならない。

(3) 幼稚園の１日の教育課程に係る教育時間は，４時間を標準とする。た

， 。だし 幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮するものとする

４ 教育課程の編成上の留意事項

教育課程の編成に当たっては，次の事項に留意するものとする。

教育課程の役割と編成等



- 2 -

(1) 幼児の生活は，入園当初の一人一人の遊びや教師との触れ合いを通し

て幼稚園生活に親しみ，安定していく時期から，他の幼児との関わりの

中で幼児の主体的な活動が深まり，幼児が互いに必要な存在であること

を認識するようになり，やがて幼児同士や学級全体で目的をもって協同

して幼稚園生活を展開し，深めていく時期などに至るまでの過程を様々

に経ながら広げられていくものであることを考慮し，活動がそれぞれの

時期にふさわしく展開されるようにすること。

， ， ， ，(2) 入園当初 特に ３歳児の入園については 家庭との連携を緊密にし

。 ， ，生活のリズムや安全面に十分配慮すること また 満３歳児については

学年の途中から入園することを考慮し，幼児が安心して幼稚園生活を過

ごすことができるよう配慮すること。

(3) 幼稚園生活が幼児にとって安全なものとなるよう，教職員による協力

体制の下，幼児の主体的な活動を大切にしつつ，園庭や園舎などの環境

の配慮や指導の工夫を行うこと。

５ 小学校教育との接続に当たっての留意事項

(1) 幼稚園においては，幼稚園教育が，小学校以降の生活や学習の基盤の

育成につながることに配慮し，幼児期にふさわしい生活を通して，創造

的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにするものとする。

(2) 幼稚園教育において育まれた資質・能力を踏まえ，小学校教育が円滑

に行われるよう，小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会などを

設け 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有するなど連携を，

図り，幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めるものと

する。

６ 全体的な計画の作成

各幼稚園においては，教育課程を中心に，第３章に示す教育課程に係る

教育時間の終了後等に行う教育活動の計画，学校保健計画，学校安全計画

などとを関連させ，一体的に教育活動が展開されるよう全体的な計画を作

成するものとする。


